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職場における新型コロナウイルス集団 

感染事例にみる感染予防対策 

◆まん延防止等重点措置の適用地域が拡大 

４月５日から宮城県、大阪府、兵庫県の一部地域、加えて 12 日か

らは東京都・京都府・沖縄県の一部地域にも、まん延防止等重点

措置が適用されています。 

特に、１月 31日時点では日に５例の報告であった変異株への感染

が、３月 31 日には 23 例に増える等、従来型より感染力が強いと

される変異株への感染増加が懸念されています。 

◆職場における集団感染はどこで発生している？ 

厚生労働省がまとめた「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

に係る職場における集団感染事例」では、次の４つの事例が紹介

されています。 

・事業場（執務室）    

・事業場（休憩スペースや社員食堂等） 

・事業場外（外勤時や移動時）   

・事業場外（勤務時間外等） 

◆執務スペース以外の感染対策 

多くの労働者が同時に休憩を取ったり更衣室の消毒が不十分であ

ったり、食堂の飛まつ対策が不十分であったりしたために集団感

染が発生しています。 

対策としては、休憩時間等を分散したりスペースの消毒を定期

的に実施したり、入退室後の手洗い・手指消毒を徹底したりする

などがあります。また、食堂における感染防止対策としては、座

席数を減らす、座る位置を制限する、会話をしない、昼休み等の

休憩時間に幅を持たせる、などがあります。 

◆外勤時や移動時の感染対策 

研修など宿泊を伴う業務において、集団活動や生活する場で密集

していたことが原因で集団感染が発生したり、複数の労働者が車

両で移動し、同乗した複数の労働者に感染が見つかったりしてい

ます。 

◆外勤時や移動時の感染対策 

研修など宿泊を伴う業務において、集団活動や生活する場で密集していたことが原

因で集団感染が発生したり、複数の労働者が車両で移動し、同乗した複数の労働者

に感染が見つかったりしています。 

対策としては、３密回避やマスクの着用、手洗い・手指消毒といった基本的な対策

に加えて、日常生活用品の複数人での共用は避けるなどがあります。また、車両で

の移動についても、人との間隔を空け、マスクを着用し、換気を行うなどがありま

す。 

◆勤務時間外等の感染対策 

政府は４人以上の会食を行わないよう呼びかけていますが、就業時間後の飲み会な

どでの集団感染が発生しています。改めて一人ひとりが感染予防の行動をとるよう

全員に周知することが求められます。 

不妊治療と仕事の両立のための助成金 

不妊治療に取り組む従業員を支援する中小事業主を対象とした助成金（厚生労働

省）をご紹介します。 

◆両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース） 

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度（①不妊治療のための休暇

制度（特定目的・多目的とも可））、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④

短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク、のいずれかまたは複数）

について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う従業員に休暇制度・

両立支援制度を利用させた中小企業事業主は、本助成を受けることができます。 

【支給額は？】※要件を満たした場合、Ａ、Ｂそれぞれが支給されます。 

Ａ：環境整備、休暇の取得等 

支給要件のすべてを満たし、最初の従業員が、不妊治療のための休暇制度・両立

支援制度を合計５日（回）利用した場合 

…１中小企業事業主 28.5 万円＜生産性要件を満たした場合 36 万円＞ 

Ｂ：長期休暇の加算 

Ａを受給した事業主であって、従業員に不妊治療休暇制度を 20 日以上連続して

取得させ、原職等に復帰させ３カ月以上継続勤務させた場合 

…１中小企業事業主 28.5 万円＜生産性要件を満たした場合 36 万円＞ 

※１事業主当たり１年度に５人まで 

【支給要件は？】※次のすべての条件を満たすことが求められます。 

(1) 不妊治療と仕事の両立のための社内ニーズ調査の実施 

(2) 整備した上記①～⑥の制度について、労働協約または就業規則への規定および

周知 

(3) 不妊治療を行う従業員の相談に対応し、支援する「両立支援担当者」の選任 

(4) 「両立支援担当者」が不妊治療を行う従業員のために「不妊治療両立支援プラ

ン」を策定 

◆働き方改革推進支援助成金 

（労働時間短縮・年休促進支援コース） 

不妊治療のための休暇を新たに導入したい場合に活用できる助成金で、不妊治療

等のために利用できる特別休暇制度（多目的・特定目的とも可）を導入した中小企

業事業主が受給できます。 

 

 

【支給額は？】 

外部専門家によるコンサルティングや就業規則等の作成・変

更などの休暇制度の導入に関する経費の３／４（一定の要件を

満たした場合４／５。上限 50 万円）。 

5 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局また

は銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用し

た労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

17 日 

○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 

31 日 

○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］ 

○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提

出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］ 

 
 


